
 

18 昭
和
二
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出 

質

問

第

一

八

号 

    

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

警
察
官
の
態
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

田 

代 

文 

久 

 

一 

 



 

四 

政
府
、
地
方
自
治
体
の
末
端
機
構
ま
で
か
か
る
態
度
に
出
る
こ
と
こ
そ
、
人
民
の
権
利
を
ふ
み
に
じ
り
、
社
会
不
安
を

増
大
せ
し
め
る
も
の
と
信
ず
る
が
如
何
。 

三 

不
当
と
認
定
せ
ば
、
政
府
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
い
か
に
処
置
し
、
署
長
に
責
任
を
取
ら
せ
る
か
。
今
後
か
か
る
態
度

に
出
な
い
よ
う
、
必
要
な
指
示
を
な
す
意
思
あ
り
や
如
何
。 

一 

福
岡
県
八
幡
市
警
察
署
長(

松
島
某)

は
、
十
一
月
二
日
、
日
鉄
八
幡
の
首
切
り
を
中
心
と
し
て
起
つ
た
労
働
者
六
十
数

名
の
不
当
検
束
事
件
に
関
し
、
十
一
月
三
日
、
国
会
議
員
の
私
が
正
式
に
面
会
を
申
し
入
れ
た
の
に
対
し
、｢

会
う
必
要
な

し
。
」
と
面
会
を
拒
否
し
た
が
、
政
府
は
、
か
か
る
行
為
を
な
す
べ
く
関
係
者
に
指
示
し
た
か
ど
う
か
。 

二 

こ
の
松
島
署
長
の
と
つ
て
い
る
態
度
措
置
を
正
当
と
認
め
る
か
。 

右
質
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。 
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